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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年３月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和６年９月３０日 １８時００分ごろ（日本時間） 

発生場所 パプアニューギニア独立国ニューギニア島北東方沖 

 （概位 南緯０２°１４.８′ 東経１５３°５２.３′） 

事故の概要  漁船第十八宮
みや

丸は、西進中、乗組員１人が落水して死亡した。 

事故調査の経過  令和６年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わな

かった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八宮丸、４９９トン 

 １４１５８６、宮丸漁業株式会社（Ａ社） 

 ６９.４９ｍ×１２.００ｍ×７.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,６４８kＷ、平成２３年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３７歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１９年３月２７日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和３年５月１８日 

  免状有効期間満了日 令和８年８月１８日 

漁労長 ５５歳 

乗組員Ａ（キリバス共和国籍） ３２歳 

 死傷者等 死亡 １人（乗組員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 ３～４m/s、視界 良好 

気温 約３０.６℃ 

海象：うねり 約０.５～１ｍ、海水温 約３１℃ 

 事故の経過  本船は、船長、漁労長及び乗組員Ａほか２１人（日本国籍１２人、イ

ンドネシア共和国籍５人、キリバス共和国籍４人）が乗り組み、令和６

年９月１日静岡県焼津市焼津港を出港し、７日パプアニューギニア独立

国北方沖の漁場に到着して、大中型まき網漁の操業を開始した。（写真

１参照） 
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 本船は、９月３０日０８時３４分ごろ（日本時間、以下同じ）、  

ニューギニア島東北東方沖約４００海里（Ｍ）付近の海域で、２４回目

の操業を開始し、１２時３５分ごろ漁獲物の取込み作業を終了した。 

 本船は、その後、漁労長が操船に当たり、魚群探索を開始することと

し、約１０ノットの対地速力で西進した。 

 その頃、乗組員Ａ及びその他の乗組員４人は、次の操業に備え、作業

用救命衣未着用のまま、‘船尾部上甲板に置かれた漁網の下部の環（沈

下用リング）に漁網を絞るためのワイヤを通し、船尾端に積み付けられ

た作業艇にそのワイヤを引き込む作業’（以下「本件作業」という。）を

左舷船尾部で実施した。乗組員Ａは、漁網の船尾側で作業していた。

（写真２、写真３、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船（Ａ社提供） 

写真２ 左舷船尾部の状況（写真１拡大） 

作業艇 

漁網 

※本事故時、漁網

に青いカバーは

掛けられていな

かった。 

乗組員Ａの作業位置 
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 乗組員の１人は、本件作業を終えて移動する際、ワイヤが一瞬張った

状態になったのを見て、本件作業を実施した乗組員の誰かがワイヤにつ

まずいたのではないかと思い、その直後の１２時４０分ごろ左舷後方の

海面に浮上した乗組員Ａを発見し、マイクを使用して船内に停船するよ

う連絡した。 

 連絡を受けた漁労長は、直ちに本船を停船させ、乗組員に対し、船体

中央部上甲板に置かれた別の作業艇（以下「Ａ艇」という。）を使用し

て乗組員Ａを救助するよう指示した。 

 本船は、操機長ほか乗組員Ａと同国籍の乗組員３人が乗ったＡ艇を 

ボートダビット（小型ボートを吊
つ

り上げたり降ろしたりするためのク 

レーン状の装置）で海面に下ろした。Ａ艇が海面に浮かんでいる乗組員

Ａ付近まで移動した際、乗組員ＡがＡ艇に泳ぎ着いて船縁を掴
つか

み、操機

長らが乗組員Ａを艇内に引き揚げた。 

 乗組員Ａは、「痛いので体を触らないで」と母国語で話した後、意識

を失った。 

作業艇 

漁網 

乗組員Ａの作業位置 

写真３ 左舷船尾部の状況（船尾方向から） 

図１ 本件作業時の状況（Ａ社の回答により作図） 

作業艇 

本船左舷船尾部 

漁網 

ワイヤ 

環（沈下用リング） 

乗組員Ａ 

乗組員 乗組員 
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 本船は、接舷したＡ艇をボートダビットで揚収し、船長らが心肺停止

状態となった乗組員Ａを本船内に運び入れ、１２時５３分ごろから乗組

員による心肺蘇生処置（人工呼吸、胸骨圧迫、ＡＥＤ）を開始した。 

 漁労長は、１３時ごろ病院及び海上保安庁に乗組員Ａの状況を連絡

し、救助を要請するとともに、病院から心肺蘇生処置の助言を受けた。 

 本船は、乗組員Ａを搬送するため、ニューギニア島に向けて西進して

いたが、１８時ごろ、病院の医師と連絡をとっていた漁労長は、病院の

医師から心肺蘇生処置を継続しても蘇生は難しい状況にある旨を知らさ

れた。その後、Ａ社へ連絡の上、同処置を断念し、焼津港に帰港するこ

ととした。 

 本船は、１０月８日１０時ごろ焼津港に到着した。 

 乗組員Ａは、後日医師により、次のとおり検案された。 

死亡推定時刻：９月３０日１８時 

直接死因：溺死の疑い（発症から死亡までの期間：数時間） 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、１そうまき網を操業方法とした大中型まき網漁業に従事し、

網船、運搬船及び探索船の役割を兼ね、単独（作業艇搭載）で遠洋漁業

を行っており、主にニューギニア島北方沖からキリバス共和国沖までを

操業海域としていた。 

 漁網が置かれた本船の船尾部にはブルワーク*1がなく、本船の船尾端

には、積み付けられた作業艇の搬出入のため、下方へ傾斜が設けられて

いた。 

 ワイヤは甲板上のワイヤドラムから延出されていた。 

 乗組員Ａは、約１２年の漁業経験のうち、日本漁船に約７年、Ａ社の

操業に約１年それぞれ従事し、日本国籍の乗組員との意思疎通はとれて

おり、本船では揚網、漁獲物の取込み、漁網の修理、本件作業などを担

当していた。 

 乗組員Ａは、身長約１７８cm、体重約９４kg で、本事故前の漁獲物の

取込み作業にふだんどおり従事していた。 

 乗組員Ａは、上半身は長袖シャツの上に半袖シャツを、下半身はト 

レーニングズボンをそれぞれ着て、脛
すね

の部分を短くしたゴム靴を履いて

いた。落水後、Ａ艇に引き揚げられた際は、上半身の着衣のみの状態で

あった。 

 Ａ社は、所有船舶の乗組員に対し、甲板作業中にベスト型の作業用救

命衣を着用するよう指導していたが、乗組員は、気温が高い中での作業

となり、また、揚網作業時に作業用救命衣のファスナーが引っ掛かるな

どの理由で、同救命衣を着用しないまま作業することがあった。 

 船員労働安全衛生規則（昭和３９年運輸省令第５３号）では、船舶所

 
*1 「ブルワーク」とは、人や貨物が船外に落ちないように、又は波が甲板に打ち込まないように暴露甲板舷側に立

てる囲いをいう。 
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有者に対し、甲板上で漁ろう作業を行わせる場合、作業従事者に作業用

救命衣を使用させること及び船員に対し、漁ろう作業において作業用救

命衣の使用を命ぜられたときは、同救命衣を使用しなければならないこ

とが規定されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 乗組員Ａの死因は、数時間での溺水の疑いであった。 

 乗組員Ａは、本船がニューギニア島北東方沖で西進中、本件作業後、

左舷船尾部から船外に落水して溺死したものと考えられる。 

 乗組員Ａは、左舷船尾部の漁網付近を移動していた際、ワイヤが足元

に当たり、体のバランスを崩して船外に落水した可能性があると考えら

れるが、目撃者がおらず、客観的な情報が得られなかったことから、落

水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 乗組員Ａ及びその他の乗組員４人は、作業用救命衣未着用のまま、本

件作業を実施していたものと考えられるが、Ａ社の指導に従い、作業用

救命衣を着用しなければならなかった。 

原因  本事故は、本船がニューギニア島北東方沖において西進中、乗組員Ａ

が、本件作業後、左舷船尾部の漁網付近を移動していた際、左舷船尾部

から船外に落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、作業に支障のない作業用救命衣に変更して乗組員

に着用を徹底させ、また、乗組員に対し、作業時に危険を伴う状況があ

る場合は乗組員同士で注意喚起を行うことなどを周知した。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

 ・漁船の船員は、甲板上で作業を行う際、足下に注意し、船外へ落水

しないような姿勢で作業を行うこと。また、複数の乗組員でブル 

ワークのない舷側に近づいて作業を行う際、相互に安全の確認を行

うこと。 

 ・漁船の船員は、甲板上で漁ろう作業を行う場合、作業用救命衣を着

用すること。 

・漁船の船長及び漁労長は、甲板上で漁ろう作業を行う場合、乗組員

に対し、作業用救命衣を着用させることが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和６年９月３０日 

１８時００分ごろ発生） 

キリバス共和国 

焼津港 

インドネシア共和国 

ニューギニア島 

パプアニューギニア独立国 

オーストラリア連邦 

小笠原諸島 

マリアナ諸島 

乗組員Ａの落水場所 


